
 契 約 の 方 法 及 び 入 札 の 条 件
 

 １　契約の方法

 福島県条件付一般競争入札実施要領に基づく条件付一般競争入札とする。

初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入

札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効（ただし、福島県工事等競争入札心得第

６条第１項第２号から第６号の規定に基づく無効を除く ）の入札をした者は、再度入札に参加で。

 きないものとする。

なお、再度入札を行った場合で再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という ）第167条の２第１項第８号の規定により随意契。

 約とする場合がある。

 入札者がいない場合は、当該入札は取りやめる。

 ２　入札の条件等

 入札の際提示すべき条件は次のとおりとする。

 (1)　入札書の記載金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額 ）をもって落。

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

 見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

 (2)　入札保証金

 入札保証金の納付は免除する。

 (3)　低入札価格調査

施行令167条の10の２第２項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、

 　　契約締結後に公表する。

 (4)　落札者

 入札説明書による。

 (5)　契約保証金

福島県財務規則（以下「規則」という ）第228条に定める契約保証金は請負代金の10分の１以。

上の額とする。契約保証金の納付は、福島県工事請負契約約款（以下「約款」という ）第４条。

 の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。

なお、落札額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。ただし、契約締結

後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限

 りではない。

 また、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付することとする。

 (6)　前金払

 規則第112条で定める前金払は次のとおりとする。

ア　第１項で定める前金払は請負代金の４割以内の額（１万円未満の端数は切り捨てる ）とす。

 る。

イ　第２項で定める中間前金払は請負代金の２割以内の額(１万円未満の端数は切り捨てる。）

 　　　とする。

 (7)　部分払

規則第238条で定める部分払は、工事の既済部分に対する代価の10分の９以内の額（１万円未



満は切り捨てる ）とする。ただし、既済部分に対する代価が請負代金の10分の３（前金払の約。

 定をするときは10分の５、中間前金払の約定をするときは10分の６）を超えた場合に限る。

 なお、部分払の回数は規則第239条第３項で定めるところによる。

 (8)　工期

工期は、270日間とする。ただし、工事の着手時期は契約締結の日から７日以内において工事

 発注者が指定する日とする。

 (9)　建設業退職金共済組合

 建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。

 (10) 労務者の休業

 日曜、祝日、休日は労務者を休業させるよう配慮すること。

 (11) 現場代理人等届

受注者は、本工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を定め、契約締結の

 日から５日以内に経歴書を添付して発注者に提出すること。

 (12) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更

約款第26条第５項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が２か月以上あり（ただし、防護

柵設置工事等工期が２か月未満の工事についてはこの限りでない 、かつ発注者又は受注者の請。）

 求があったときに行うこととする。

また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなけ

 ればならない。

  (13) インフレ条項に基づく請負代金額の変更

　　　約款第26条第６項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が２か月以上あり、かつ発注

　　者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該

 　　当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。

  (14) 工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う特例措置

　　　当初契約締結日において直近の単価表を適用しないで積算されている工事については、約款第

　　59条の規定に基づき、その締結日から30日以内に当初契約締結日における直近の単価表を適用し

 　　た積算に基づく請負代金に変更するための協議を請求することができる。

　　　なお、当該工事が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年

　　福島県条例第21号）第２条の規定に基づく議決を要する場合は、議会の議決を得て本契約として

 　　成立した日から30日以内に請求することができる。

 (15) 不可抗力による損害

約款第30条第３項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処置を裏付ける資料を添付する

 こと。

また、同条第４項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、１回の損害額

 が当初の請負代金額の100分の１に満たないものは損害額に含めないものとする。

 (16) 下請負に付す場合の遵守事項

 工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。

 (17) 配置予定の技術者

 ア　他の発注機関の入札との関係について

同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事

を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入

 札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。

 イ　他の建設工事の配置技術者との関係について



開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の工期が

当該工事の工期と重複していなければ配置予定技術者とすることができるが、工期延長等によ

り配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申

 出書等を提出しなければならない。

 ウ　配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合について

他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわ

らず落札した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び「福島県建設工事等入札参

 加資格制限措置要綱」に基づく入札参加制限を行うことがある。

 エ　監理技術者

土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業及び舗装工事業に係る工事の場合に

は、工事現場に専任で配置することとなる監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証の交

 付を受けている者で必要な講習を受けている技術者を配置すること。

 　　オ　緩和について

この工事については、契約相手方の申請に基づき発注者が認める場合、他の工事の現場代

　　　理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すこと

 　　　ができる。

 カ　特例監理技術者の配置を認める工事の場合

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下 「特例監理技術　、

　　　者」という ）の配置を行う場合は、以下の（ア）～（ク）の要件を全て満たさなければなら。

 　　　ない。

　　　(ｱ) 建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下 「監理技術、

 　　　　　者補佐」という ）を専任で配置すること。。

　　　(ｲ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実

 　　　　　務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

　　　　　なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者

 　　　　に求める技術検定種目と同じであること。

 　　　(ｳ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

 　　　(ｴ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。

 　　　(ｵ) 特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。

(ｶ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会

 　　等の職務を適正に遂行しなければならない。

 (ｷ) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

 (ｸ) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

 (18) 工事請負契約書

「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条項として別

 記の条項を挿入する。

 (19) 資材の再資源化

この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第９条

第１項に規定する対象工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等を

するための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を書面に記載し、発注者との間で取

り交わす必要があることから、設計図書等を参考に積算したうえで入札すること。また、分別解

 体等の方法等について、落札者は発注者と協議を行うこととする。

 (20) 経営事項審査



建設業法第27条の23及び建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条の２の規定によ

り、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認

のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通

 知書」の写しを提出すること （契約金額が500万円（建築工事にあっては。

 　　1,500万円）以上のものに限る ）。

 (21) 契約確定の時期

 地方自治法第234条第５項の規定により発注者及び受注者が記名押印したときに確定する。

 (22) 見積内訳書

入札参加者又は入札参加者の代理人は、見積内訳書を提出しなければならない。見積内訳書の

 提出がない場合、当該入札は無効とする。

 

 特記事項

第１　上記工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、建設発生土の搬出先に

ついては仕様書に定めるとおりとする。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律

（平成３年法律第４８号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、

受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければ

ならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなけれ

 ばならない。

 特約条項

第１　この契約は、継続費に基づく契約とし、各会計年度における請負代金の支払の限度額

 （以下「支払限度額」という ）は次のとおりとする。。

 　　　　令和７年度　金　　　　　　円也（出来高予定額の90％以内の額で別に示す額）

 　　　　令和８年度　工事請負代金額から令和７年度支払額を差し引いた額

   ２  支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。

         令和７年度  金　　　　　　円也（請負代金額の74.1％以内の額で別に示す額）

         令和８年度  工事請負代金額から令和７年度出来高予定額を差し引いた額

  ３　発注者は予算上の都合その他必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額

 を変更することができる。

第２  約款第35条中、「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期

（最終の会計年度以外の会計年度にあっては会計年度末）」と、約款第35条及び約款第36条「請

負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額（前会計年度における約款第38条第１項の請

負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部

分払いをしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額）」と読み替えて、こ

 れらの規定を準用する。

  ２　前会計年度における約款第38条第１項の請負代金相当額（以下「請負代金相当額」という。）

が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第１項の規定による読替後の約款第35条　　

　　第１項の規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達する

 　　まで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

  ３  前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、そ

の額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとし、約款第36条第３項

 の規定を準用する。

第３　前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、

受注者は当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出来高超過額」という。）について部分払を



 請求することができる。

  ２　この場合において前払金の支払を受けている場合の部分払金額については、約款第38条第１項

 及び第６項の規定にかかわらず次の式により算定する。

       部分払金の額≦着工時からの出来高金額×９／10－（前会計年度までの支払金額

 ＋当該会計年度の部分払金額）－〔着工時からの出来高金額

 －（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額 〕）

 ×当該会計年度の前払金額／当該会計年度の出来高予定額

第４　約款第38条第１項ただし書きの表中、請負代金額２，０００万円以上の場合、発注者と受

注者が協議して定める回数は３回（中間前金払をする場合は２回）とする。 

第５　受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県又は市町村等が発注し受注者が

受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とする

ことができる。この場合において約款第１０条第２項中「工事現場」は、この工事の工事現場と

当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者

 の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。

 第６　約款第37条に次のただし書を加える。

　　　ただし、平成28年４月１日以降、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前

払金の１００分の２５を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費

 等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充とができる。

第７　受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書（仮設工事、土工事及び一式とされた項

　 　 目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く。）を除く。以下単に「入札時積算数量

、　　書」という。）に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し

　　その確認を請求することができる。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場

 　　合、確認を求めることができないものとする。

　２　前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者

　　が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行う

 　　ことができるものとする。

　３　監督員は、第１項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量

 　　に誤謬又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。

　４　前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、

 　　受注者と協議して、これを行わなければならない。

　５　前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更があると認められるときは、

　　工事請負契約約款第25条に定めるところにより、当該変更を行うものとする。この場合における

　　同条第１項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づ

 　　き行うものとする。


